
－ 1 双六川町内会 大水谷下流部　落石防護柵の嵩上げ □ 新規 ☑ 継続
令和元年度に緊急性の高い箇所を一部実施しました。今後は経過観察し、変状等が確認
された場合には対応を検討します。

維持課

－ 2 双六川町内会 賽の神下流部　落石防護柵の嵩上げ □ 新規 ☑ 継続
現地を確認したところ、変状等は確認されないため経過観察します。今後、変状等が確認
された場合には対応を検討します。

維持課

－ 3 双六川町内会 舗装の修繕 ☑ 新規 □ 継続
ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判
断した場合は対応を検討します。

維持課

－ 4 栃尾町内会 上栃尾　美笠建設前道路補修 □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 5 栃尾町内会 上栃尾　道路補修 □ 新規 ☑ 継続

昨年と同様に、ご提案の農道については、クラック等の破損箇所が見受けられますが、通
行に支障がないと判断しますので、現状でご理解願います。
なお、引き続き路面状況等を経過観察し、危険性が高いと判断した場合は、対応を検討し
ます。

農務課

－ 6 栃尾町内会
尻高谷（したかだに）管理用道路の雑草及び雑木の撤去
について □ 新規 ☑ 継続

昨年度、所管である神通川水系砂防事務所へ要望したところ「引き続き、適切な砂防施設
の維持管理に努めて参ります。」との回答でした。引き続き、同事務所へ要望します。

建設課

－ 7 栃尾町内会 側溝改修 ☑ 新規 □ 継続 所管である県古川土木事務所へ要望します。 維持課

－ 8 栃尾町内会 たから流路工ほたるコース歩道修繕 ☑ 新規 □ 継続 所管である神通川水系砂防事務所へ要望します。 建設課

－ 9 栃尾町内会 側溝改修 ☑ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 10 栃尾町内会 上栃尾　道路破損 □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 12 高原川町内会 排水パイプの交換（小→大） ☑ 新規 □ 継続 所管である県古川土木事務所へ要望します。 維持課

－ 13 高原川町内会 今見区青谷の土砂止め設置 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現在事業中である箇所の早期
完了を目指して事業推進を図るため、早期の事業化は困難です」との回答でした。引き続
き同事務所へ要望します。

維持課

－ 14 高原川町内会 田頃家橋下流両岸の護岸整備 ☑ 新規 □ 継続 所管である県古川土木事務所へ要望します。 維持課
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－ 15 高原川町内会 林道の修繕について ☑ 新規 □ 継続
路肩修繕については、昨年度一部実施しました。
ご提案の修繕については、緊急性は低いと判断しますので、今年度整備の予定はありま
せん。引き続き状況観察を継続し、通行に支障が生じる場合は、修繕対応を行います。

林務課

－ 16 高原川町内会 田頃家　用水路嵩上げ ☑ 新規 □ 継続 今年度実施します。 維持課

－ 18 高原川町内会 奥飛騨温泉郷オートキャンプ場護岸改修 ☑ 新規 □ 継続 所管である県古川土木事務所へ要望します。 維持課

－ 19 高原川町内会 蓼之俣地内作業道路（水源地道路）の修繕 ☑ 新規 □ 継続
ご提案の箇所については、市が管理する林道ではなく私設の作業道です。当該施設の管
理は土地所有者において対応をお願いします。

林務課

－ 20 高原川町内会 イラノ谷堰堤内陥没の修繕について ☑ 新規 □ 継続 所管である県古川土木事務所へ要望します。 維持課

－ 21 高原川町内会 蓼之俣地内阿弥陀堂手前道路修繕 ☑ 新規 □ 継続 所管である県古川土木事務所へ要望します。 維持課

－ 22 双六川町内会 大規模林道及び市道の舗装修繕 □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 23 双六川町内会 大規模林道　側溝土砂等の除去 □ 新規 ☑ 継続
今年度一部実施しました。今後も状況観察を継続し、通行に支障が生じる場合は崩土除
去等の対応を行います。

林務課

－ 24 双六川町内会 双六地内　民家裏崩落修繕 □ 新規 ☑ 継続
現地を確認したところ、変状等は確認されないため経過観察します。今後、変状等が確認
された場合には対応を検討します。

維持課

－ 25 双六川町内会 農道の舗装修繕 □ 新規 ☑ 継続

昨年と同様に、ご提案の農道については、クラック等の破損箇所が見受けられますが、通
行に支障がないと判断しますので、現状でご理解願います。
なお、引き続き路面状況等を経過観察し、危険性が高いと判断した場合は、対応を検討し
ます。

農務課

－ 26 双六川町内会 市道の舗装修繕 ☑ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 27 双六川町内会 双六川中山地区堤防の一部嵩上げ工事 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現在事業中である箇所の早期
完了を目指して事業推進を図るため、早期の事業化は困難です」との回答でした。引き続
き同事務所へ要望します。

維持課

－ 28 見座町内会 見座用水タンド谷取水設備改修 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の取水設備の一部が破損しており、修繕が必要と判断します。
また、分担金について地元の了解が得られていますので、実施を検討します。

農務課

－ 29 見座町内会 見座用水路法面崩落修繕 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の水路法面の一部が破損しており、修繕が必要と判断します。
また、分担金について地元の了解が得られていますので、実施を検討します。

農務課

－ 30 見座町内会 普通河川（洞谷）の改修 □ 新規 ☑ 継続 今年度一部実施します。 維持課

－ 31 見座町内会 見座町内市道舗装修繕 □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 32 見座町内会 （主）国府見座線横断水路土砂撤去管理 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「刈草等の流入防止対策を検討
するため、現地での立会をお願い致します」との回答があり、本年4月に貴町内会会長立
会いの下で対応策を検討いただきました。引き続き同事務所へ要望します。

維持課
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－ 33 見座町内会 （主）国府見座線　側溝・法面排水路修繕 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「平成30年に接合箇所等の補修
を行いました。補修箇所を確認するため現地での立会をお願い致します」との回答があ
り、本年4月に貴町内会会長立会いの下で補修箇所等を確認いただきました。

維持課

－ 34 本郷町内会 マンホール廻り舗装修繕 ☑ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 35 本郷町内会 市道の幅員が狭い ☑ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 36 本郷町内会 民家裏山の土砂崩れによる用水路の復旧について □ 新規 ☑ 継続

昨年と同様に、ご提案の箇所については、排水路が破損し、機能が損なわれていること
から修繕に向けて検討します。（農務課）
山腹復旧対策については、所管である県飛騨農林事務所へ確認したところ、「現時点で
は、保全対象への影響がないことから経過観察とする」との回答でしたので、引き続き同
事務所に要望します。（林務課）

農務課
林務課

－ 37 本郷町内会 市道森下線と県道長倉神岡線の舗装段差解消について □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「市道接続箇所の段差解消を図
るため、対応策を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

－ 38 本郷町内会 県道長倉神岡線の側溝断面改修について □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「側溝清掃等の管理を適切に行
うとともに、必要に応じて対応策を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望
します。

維持課

－ 39 本郷町内会 農道本郷8号線の舗装補修について □ 新規 ☑ 継続

昨年と同様に、ご提案の農道については、クラック等の破損箇所が見受けられますが、通
行に支障がないと判断しますので、現状でご理解願います。
なお、引き続き路面状況等を経過観察し、危険性が高いと判断した場合は、対応を検討し
ます。

農務課

－ 40 本郷町内会 電柱の移転について □ 新規 ☑ 継続
H31年度に所管である県古川土木事務所へ要望したところ「電柱管理者へ要望願います」
との回答でした。電柱管理者へご相談願います。

維持課

－ 41 在家町内会 道路側溝の改修 □ 新規 ☑ 継続

ご提案の道路の排水についてはH31の整備により効果が得られていると判断しておりま
す。
また、交通量が少なく道路部分を拡幅しての側溝改修の必要性は低いと考えていますの
で、現状でご理解願います。

建設課

－ 42 在家町内会 側溝の移設 □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 43 在家町内会 道路法面整備 □ 新規 ☑ 継続
法面修繕については、令和元年度一部実施しました。
待避場については、平成28年度に一部整備しましたが、今後もすれ違いが困難な箇所に
ついて整備を検討します。

維持課

－ 44 在家町内会 建物（荒廃空き家）解体撤去 □ 新規 ☑ 継続
当該空家については、保安面、景観面等の支障があることから、これまで市としても現地
調査を実施するとともに、所有者に対して適正管理を継続的に指導しています。今後も指
導を強化する等、適切に対処します。

建築住宅課

－ 45 在家町内会 （県道）道路側溝の改修 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「継続箇所の事業費確保のた
め、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

－ 46 在家町内会 （県道）道路改修について □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「継続箇所の事業費確保のた
め、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課
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－ 47 在家町内会 （県道）舗装補修 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「点検・道路パトロールを実施
し、道路管理上著しい支障となる箇所について、順次補修を行います」との回答でした。
引き続き同事務所へ要望します。

維持課

－ 48 宮原町内会 谷戸谷～県道までの用水路の補修について □ 新規 ☑ 継続

昨年と同様に、ご提案の用水路については、老朽化により漏水が確認できることから、修
繕が必要性と判断します。
なお、修繕を行うには、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金につ
いて地元の了解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談くだ
さい。

農務課

－ 49 宮原町内会 道路側溝の新設 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、今年度は対応できませんが、路面排水対策について検討しま
す。

建設課

－ 50 宮原町内会 水路改善について ☑ 新規 □ 継続

現地を確認したところ、水路断面変化のため、通水に影響があることから修繕が必要と判
断します。
なお、修繕を行うには、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金につ
いて地元の了解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談くだ
さい。

農務課

－ 51 宮原町内会 宮原下明渠排水路（橋）の修繕について ☑ 新規 □ 継続
ご要望の箇所は、上流部の水路断面に比べ小さく、機能が不足していることを確認しまし
たので、改修に向けて検討します。

農務課

－ 52 宮原町内会 舗装の修繕について ☑ 新規 □ 継続 所管である県古川土木事務所へ要望します。 維持課

－ 53 宮原町内会 アスファルト舗装修繕 ☑ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 54 宮原町内会 舗装の修繕について ☑ 新規 □ 継続

ご提案の農道については、クラック等の破損箇所が見受けられますが、通行に支障がな
いと判断しますので、現状でご理解願います。
なお、引き続き路面状況等を経過観察し、危険性が高いと判断した場合は、対応を検討し
ます。

農務課

－ 55 宮原町内会 舗装の修繕について ☑ 新規 □ 継続

ご提案の農道については、クラック等の破損箇所が見受けられますが、通行に支障がな
いと判断しますので、現状でご理解願います。
なお、引き続き路面状況等を経過観察し、危険性が高いと判断した場合は、対応を検討し
ます。

農務課

－ 56 村上町内会 R471の舗装の修繕 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「点検・道路パトロールを実施
し、道路管理上著しい支障となる箇所について、順次補修を行います」との回答でした。
引き続き同事務所へ要望します。

維持課

－ 57 蔵柱町内会 県道への湧水流入による道路冠水 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「排水施設の清掃を行い斜面か
らの流水が横断管渠に流入するよう対策を行いました」との回答でした。現地を確認した
ところ実施されていましたので、ご確認願います。

維持課

－ 58 蔵柱町内会 県道への湧水流水による冬期凍結 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「点検・道路パトロールを実施
し、道路管理上著しい支障となる場合は対策を行います」との回答でした。引き続き同事
務所へ要望します。

維持課
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－ 59 蔵柱町内会 歩道確保及びバス停付近の横断歩道設置 □ 新規 ☑ 継続

昨年度、所管である県古川土木事務所および県公安委員会へ要望したところ「継続箇所
の事業費確保のため、早期着手は困難です。暫定措置として、区画線・路面表示等によ
る注意喚起を行います。(県古川土木事務所)」「現地調査しましたが、要望場所の西側は
見通しが悪いカーブのため、設置基準を満たさず困難と判定しました。また、バス停前に
は横断歩道を設置できず、仮に要望場所から東側に変更すると、今度は待機場所が設置
できない問題が発生します。(県公安委員会)」との回答でした。引き続き同事務所及び公
安委員会へ要望します。

維持課

－ 60 蔵柱町内会 県道横断工の改良 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「横断排水の清掃等を適切に実
施するとともに、道路管理上必要性が高い場合は対策を検討します」との回答でした。引
き続き同事務所へ要望します。

維持課

－ 61 蔵柱町内会 蔵柱川の護岸裏陥没について ☑ 新規 □ 継続 所管である県古川土木事務所へ要望します。 維持課

－ 62 蔵柱町内会 用水路漏水補修 □ 新規 ☑ 継続

昨年と同様に、ご提案の用水路は老朽化により、漏水が確認できることから修繕が必要と
判断します。
なお、修繕を行うには、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金につ
いて地元の了解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談くだ
さい。

農務課

－ 63 蔵柱町内会 県道沿いの樹木（枝）の伐採 ☑ 新規 □ 継続 所管である県古川土木事務所へ要望します。 維持課

－ 64 蔵柱町内会 大雨見谷・めがね橋の改良事業 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所は大雨になると道路上を水が流れる「洗い越し」構造となっていますので、
現状でご理解願います。

維持課

－ 65 蔵柱町内会 蔵柱公民館前のバス停について ☑ 新規 □ 継続 情報提供いただいたバス停については、腐食が進行している箇所を今年度補修します。 教育総務課

－ 66 蔵柱町内会 瀧ヶ洞の治山事業 □ 新規 ☑ 継続

昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ「堆砂、渓岸浸食の被害が少なく
緊急性が低い。」との回答でした。引き続き、同事務所へ要望します。なお、事業を実施す
る場合は崩壊箇所及び周辺森林の保安林指定が条件であるため、保安林指定の同意取
得等についてご協力願います。

林務課

－ 67 蔵柱町内会 水路の吐口箇所の修繕 ☑ 新規 □ 継続 昨年度、実施しました。 農務課

－ 68 蔵柱町内会 県道の道路拡張と路肩崩壊の危険性箇所の改修 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「道路拡幅は、継続箇所の事業
費確保のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

－ 69 蔵柱町内会 花ノ木用水頭首下流左岸の護岸改修 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「用水路の影響が考えられるた
め、管理者と調整します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

－ 70 蔵柱町内会 日面用水水路末端部分の布設替え □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、県道の所管である県古川土木事務所と、対応について引き続
き協議し、実施に向けて検討します。

農務課

－ 71 蔵柱町内会 大雨見用水支線　U字溝の新設 □ 新規 ☑ 継続

現地を確認したところ、素掘り水路のため、水路周辺の耕作地や通水に影響があることか
ら修繕が必要と判断します。
なお、修繕を行うには、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金につ
いて地元の了解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談くだ
さい。

農務課
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－ 72 蔵柱町内会 水梨谷の流路工の継続 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現在事業中である箇所の早期
完了を目指して事業推進を図るため、早期の事業化は困難です」との回答でした。引き続
き同事務所へ要望します。

維持課

－ 73 蔵柱町内会 ソブ谷の治山事業 ☑ 新規 □ 継続 所管である県飛騨農林事務所へ要望します。 林務課

－ 74 蔵柱町内会 県道（通称・七つ暗がり）～石仏地内の河川浚渫事業 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継
続し、流下を著しく阻害するような堆積土砂が認められた場合は対応します」との回答でし
た。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

－ 75 蔵柱町内会 市道の舗装修繕 □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 76 蔵柱町内会 林道蔵柱小萱線の砕石敷均し等による道路補修 □ 新規 ☑ 継続
路面修繕については、昨年度一部実施しました。
ご提案の修繕については、緊急性は低いと判断しますので、今年度整備の予定はありま
せん。引き続き状況観察を継続し、通行に支障が生じる場合は、修繕対応を行います。

林務課

－ 77 蔵柱町内会 橋梁の点検 ☑ 新規 □ 継続
橋梁点検につきましては、平成２８年９月に実施しました。引き続き、適切な管理点検等を
行います。

林務課

－ 78 蔵柱町内会 蔵柱川の河川堆積土砂の撤去 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継
続し、流下を著しく阻害するような堆積土砂が認められた場合は対応します」との回答でし
た。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

－ 79 蔵柱町内会 大雨見用水　U字溝幅拡張と区間延長 □ 新規 ☑ 継続
昨年と同様に、ご提案の水路は、一部、水路断面の広い箇所が確認されますが、通水に
問題はありませんので現状でご理解願います。

農務課

－ 80 蔵柱町内会 牛形林道の側溝土砂除去・壊れたカーブミラーの取替え □ 新規 ☑ 継続
壊れたカーブミラーについては、昨年度取り替えました。側溝土砂除去については、状況
観察を継続し、通行に支障が生じる場合は土砂除去等の対応を行います。

林務課

－ 81 蔵柱町内会 蔵柱川内のコンクリート塊の撤去 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「今後発注予定の護岸復旧工事
と同時に撤去します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

－ 82 蔵柱町内会 榎田洞斜面崩壊 □ 新規 ☑ 継続
当該地は水源林造成事業として、森林総合研究所・森林組合と地権者との契約により緑
化工事が実施されました。当該地において対応が必要な場合は、地権者から森林組合及
び森林総合研究所へ要望されるようお願いします。

林務課

－ 83 蔵柱町内会 県道カーブ区間の道路照明灯の設置について □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「道路照明灯の設置を行います」
との回答でした。昨年12月に貴町内会会長立会いの下で設置位置を確認いただき、設置
済となっていますので、ご確認願います。

維持課

－ 84 蔵柱町内会 ソブ谷林道洗堀 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、市が管理する林道ではなく私設の作業道です。当該施設の管
理は土地所有者において対応をお願いします。

林務課

－ 85 吉野町内会 下山林道被災箇所の復旧 ☑ 新規 □ 継続
ご提案の箇所については、市が管理する林道ではなく私設の作業道です。当該施設の管
理は土地所有者において対応をお願いします。

林務課

－ 86 吉野町内会 防火貯水槽の密閉式工事 □ 新規 ☑ 継続

ご提案いただきました防火水槽への転落防止については、現在設置している転落防止
フェンスで安全面は確保されているため、密閉式工事の予定はありませんので、ご理解
願います。
なお、防火水槽に発生する藻については、定期的に水を循環させて発生を防ぎます。

防災課
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－ 87 吉野町内会
県道長倉神岡線吉野荒神様下からおおまがりまでの通
行止め解除について □ 新規 ☑ 継続

昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「倒木除去及び崩壊箇所の復旧
工事を実施し、通行止めの早期解除に努めます。」との回答でした。復旧工事が実施さ
れ、本年6月より通行可能となりましたので、ご確認願います。

維持課

－ 88 吉野町内会 中平地区排水路の改修 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の水路は、上流部と比較して水路断面が小さく、機能が不足していることを確認し
ていますので、引き続き改修に向けて検討します。

農務課

－ 89 吉野町内会
県道神岡長倉線（477号）道路排水溝敷設
工事について □ 新規 ☑ 継続

昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「早急に対応することは困難です
が、舗装補修時に対応を検討します。当面、スノーポールを設置し冬期の安全確保を図り
ます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

－ 90 吉野町内会 道路舗装 □ 新規 ☑ 継続
現地を確認したところ、変状等は確認されないため経過観察します。今後、変状等が確認
された場合には対応を検討します。

維持課

－ 91 吉野町内会 地籍調査希望 □ 新規 ☑ 継続
地籍調査は、第７次十箇年計画（令和２～令和11年度）に基づき実施しており、計画期間
内に貴地区は含まれていません。次期以降の計画にて検討しますのでご理解願います。

林務課

－ 92
上宝地区

連合町内会
主要地方道国府見座線の早期改良について □ 新規 ☑ 継続

昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「早期改良に向け、事業を促進さ
せます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

－ 93 村上町内会 舗装の修繕 ☑ 新規 □ 継続 実施に向けて検討します。 維持課

－ 94 平湯町内会 市道舗装修繕及びマンホール上り修繕 □ 新規 ☑ 継続
マンホール周辺の段差については、今年度一部実施しました。
舗装修繕については、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断し
た場合は対応を検討します。

維持課

－ 95 平湯町内会 市道及び国道側溝蓋修繕 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「側溝蓋の劣化が著しい箇所に
ついては、順次補修してまいります」との回答でした。現地を確認したところ、未補修箇所
がありましたので、引き続き同事務所へ要望します。

維持課

－ 96 平湯町内会 電線地中化 □ 新規 ☑ 継続

高山市第八次総合計画における上宝・奥飛騨温泉郷の地域のまちづくりの方向性とし
て、無電柱化整備により、雄大な自然景観の創出と温泉地としての魅力向上を図ることと
しています。整備計画について市議会と協議しており、そのなかで計画的な整備推進に
努めてまいります。

都市計画課

－ 97 平湯町内会 側溝蓋　又は暗渠化 ☑ 新規 □ 継続
ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判
断した場合は対応を検討します。

維持課

－ 98 平湯町内会 側溝蓋　又は暗渠化 ☑ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 99 平湯町内会 側溝縁及びアスファルト舗装補修 ☑ 新規 □ 継続 今年度実施しました。 維持課

－ 100 平湯町内会 平湯温泉スキー場前側溝及び歩道修繕 □ 新規 ☑ 継続

昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「側溝蓋の劣化が著しい箇所に
ついては、順次補修してまいります。歩道舗装の穴あき箇所は補修を行いました」との回
答でした。現地を確認したところ、未補修箇所がありましたので、引き続き同事務所へ要
望します。

維持課

－ 101 平湯町内会 素掘り水路修繕 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判
断した場合は対応を検討します。

維持課
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－ 102 平湯町内会 平湯大滝公園　自然公園化 □ 新規 ☑ 継続
現在、奥飛騨温泉郷活性化基本構想の策定を進めるなかで、平湯大滝公園のあり方や
方向性などについて検討しており、頂いたご意見も参考とさせていただきます。

観光課

－ 103 平湯町内会 安房トンネル無料化 □ 新規 ☑ 継続
これまでも、中日本高速道路㈱や岐阜県へ要望しており、対応は困難であるとの回答を
いただいていますが、引き続き、関係機関へ要望します。

建設課

－ 104 平湯町内会 飛騨北アルプス自然文化センターの早期開業 □ 新規 ☑ 継続
現在、施設設置者である岐阜県において、具体的な再整備にかかる検討が進められてい
ます。引き続き、地域の要望の反映や高山市の東の玄関口である奥飛騨温泉郷全体の
活性化に寄与する施設整備となるよう、働きかけを行います。

環境政策推進課

－ 105 平湯町内会 平湯トンネル堀直し □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「施設の修繕等により長寿命化
を進め、既存のトンネルを活用していきます。照明のLED化（H31実施）、舗装補修（R2実
施）」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

－ 106 平湯町内会 長野県側国道158号整備 □ 新規 ☑ 継続
長野県側の国道１５８号は、中部縦貫自動車道長野・岐阜連絡協議会において、整備促
進を関係機関へ要望しております。引き続き要望します。

建設課

－ 107 平湯町内会 停電及び交通障害防止事前伐採 □ 新規 ☑ 継続

電柱や電線の保安上支障となる立木については、電柱や電線を管理する電力会社で対
応すべきものであることから、電力会社に情報提供します。（危機管理課）
市道の通行上支障となる立木については、地権者の協力を得て適切に対応します。（上
宝支所基盤産業課）

危機管理課
上宝支所基盤産業課

－ 108 平湯町内会 解体して市道を広げる ☑ 新規 □ 継続
ご提案の道路については、交通量が少なく道路の機能として拡幅する必要性は低いと考
えていますので、現状でご理解願います。

建設課

－ 109 長倉町内会 地すべり対策工事（砂防工事）の実施 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継
続し、地すべりの現象が確認された場合に対応します」との回答でした。引き続き同事務
所へ要望します。

維持課

－ 110 長倉町内会 地すべり対策工事の実施 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継
続し、地すべりの現象が確認された場合に対応します」との回答でした。引き続き同事務
所へ要望します。

維持課

－ 111 長倉町内会 地すべり対策工事の実施 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継
続し、地すべりの現象が確認された場合に対応します」との回答でした。引き続き同事務
所へ要望します。

維持課

－ 112 長倉町内会 路肩修繕と側溝の延長 □ 新規 ☑ 継続 ご提案の箇所については、整備の必要性について検討します。 建設課

－ 113 長倉町内会 消火栓の修理 ☑ 新規 □ 継続
ご提案の消火栓は高山市所有のものではありません。そのため、市で修繕することはで
きませんので、ご理解願います。

防災課

－ 114 長倉町内会 大久保地区市道の舗装修繕 ☑ 新規 □ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 115 長倉町内会 林道の復旧 ☑ 新規 □ 継続 ご提案の箇所については、維持管理者である飛騨森林管理署へ修繕を要望します。 林務課

－ 116 長倉町内会 地すべり対策工事の実施 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継
続し、地すべりの現象が確認された場合に対応します」との回答でした。引き続き同事務
所へ要望します。

維持課



町内会（団体）名 提案事項 新規・継続 今　　年　　度　　の　　対　　応
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所　管　課 実施事業 整理番号

－ 117 長倉町内会
長倉・岩井戸農業用水路改修における
「かくれ洞工区」の採択 □ 新規 ☑ 継続

昨年と同様に、ご提案の箇所については、今期の県営中山間地域総合整備事業「国府上
宝地区」での対応は困難です。
なお、県営かんがい排水事業など、別事業での実施について県と調整しています。

農務課

－ 118 長倉町内会 岩井戸1号線の未舗装部分の舗装 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、交通量が少なく路面状況も通行に支障がないため現状でご理
解願います。

建設課

－ 119 長倉町内会 有害鳥獣駆除対策の実施 □ 新規 ☑ 継続
サル捕獲用囲いわなの設置については、昨年度実施しました。
その他、有害鳥獣の被害を防止するには、侵入防止柵の設置が有効です。地域の状況
に応じた補助事業がありますので、上宝支所基盤産業課へご相談ください。

農務課

－ 120 長倉町内会
長倉簡易水道浄水場の付近にある
農業用水路の修繕工事の実施 ☑ 新規 □ 継続

ご提案の用水路は老朽化により、漏水が確認できることから修繕が必要と判断します。
なお、修繕を行うには、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金につ
いて地元の了解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談くだ
さい。

農務課

－ 121 長倉町内会 杖石用水（水路）の谷部の蓋設置 ☑ 新規 □ 継続
側溝蓋等の原材料を市から支給し、地域で設置していただく制度がありますので、上宝支
所基盤産業課へご相談ください。

農務課

－ 122 長倉町内会 市道長倉2号線の山留構造物の膨らみについて □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 123 長倉町内会 市道長倉1号線の石積みの膨らみについて □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 124 長倉町内会 市道細越1号線の舗装修繕 □ 新規 ☑ 継続 【市道等の維持、修繕案件】 維持課

－ 125 長倉町内会 長倉1号線　落石防止柵設置等の実施 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判
断した場合は対応を検討します。

維持課

－ 126 長倉町内会 市道長倉5号線　桜谷横断部の安全対策の実施 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判
断した場合は対応を検討します。

維持課

－ 127 長倉町内会 市道長倉1号線　側溝蓋の現物支給 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所は、原材料の支給ができますので、上宝支所基盤整備課までご相談くださ
い。その際、支給量等の詳細について検討します。設置については、地元にてご協力をお
願いします。

維持課

－ 128 長倉町内会 大平の農道の舗装補修 □ 新規 ☑ 継続

昨年と同様に、ご提案の農道については、クラック等の破損箇所が見受けられますが、通
行に支障がないと判断しますので、現状でご理解願います。
なお、引き続き路面状況等を経過観察し、危険性が高いと判断した場合は、対応を検討し
ます。

農務課

－ 129 長倉町内会 小瀬戸谷の流末処理工の整備 □ 新規 ☑ 継続
令和元年度に河川内浚渫及び流路整備を実施しました。今後は経過観察し、危険性が高
いと判断した場合は対応を検討します。

維持課

－ 130 長倉町内会 地籍調査の実施 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の件は、地籍調査事業第７次十箇年計画（令和２～令和11年度）の後期に着手を
計画しています。なお、事業着手した際は、現地立会等のご協力をお願いします。

林務課

－ 131 長倉町内会 市指定天然記念物【夫婦岩】の護岸工事 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現在事業中である箇所の早期
完了を目指して事業推進を図るため、早期の事業化は困難です」との回答でした。引き続
き同事務所へ要望します。

維持課
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－ 132 一重ヶ根町内会 岩坪谷渓流保全工の促進 □ 新規 ☑ 継続

昨年度、所管である神通川水系砂防事務所へ要望したところ「焼岳の直下に位置し、保
全対象として国道４７１号や新平湯温泉を抱える岩坪谷においては、地域の安全度を更
に高めるため、岩坪谷砂防計画の早期策定に向け、関係機関等との調整を図りつつ取り
組んで参ります。」との回答でした。引き続き、同事務所へ要望します。

建設課

－ 133 一重ヶ根町内会 岩坪橋の改良事業の促進 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、岐阜県・高山市・飛騨市で組織する「国道471号整備に関する
勉強会」で優先順位をつけ、整備に向け検討しています。今後も早期に整備がされるよ
う、引き続き所管である県古川土木事務所へ要望します。

維持課

－ 134 一重ヶ根町内会 上地ヶ根地区から一宝水地区間471号線改良申請 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、岐阜県・高山市・飛騨市で組織する「国道471号整備に関する
勉強会」で優先順位をつけ、整備に向け検討しています。今後も早期に整備がされるよ
う、引き続き所管である県古川土木事務所へ要望します。

維持課

－ 135 一重ヶ根町内会 餌掛橋の改良事業の促進 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、岐阜県・高山市・飛騨市で組織する「国道471号整備に関する
勉強会」で優先順位をつけ、整備に向け検討しています。今後も早期に整備がされるよ
う、引き続き所管である県古川土木事務所へ要望します。

維持課

－ 136 一重ヶ根町内会
上地ヶ根地区、民家下側カーブ拡幅と
安全対策申請 □ 新規 ☑ 継続

ご提案の箇所については、岐阜県・高山市・飛騨市で組織する「国道471号整備に関する
勉強会」で優先順位をつけ、整備に向け検討しています。今後も早期に整備がされるよ
う、引き続き所管である県古川土木事務所へ要望します。

維持課

－ 137 一重ヶ根町内会 上地ヶ根地区内、側溝の嵩上と道路拡幅の申請 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、岐阜県・高山市・飛騨市で組織する「国道471号整備に関する
勉強会」で優先順位をつけ、整備に向け検討しています。今後も早期に整備がされるよ
う、引き続き所管である県古川土木事務所へ要望します。

維持課

－ 138 一重ヶ根町内会 貝塩堰堤下流崩落地、宝用水の早期復旧 □ 新規 ☑ 継続

昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ「規模が大きい崩壊地であるが、
保全対象がない。拡大崩壊等注視しながら、経過観察とする。」との回答でした。引き続
き、同事務所に要望します。なお、事業を実施する場合は崩壊箇所及び周辺森林の保安
林指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等について、ご協力願います。

林務課

－ 139 一重ヶ根町内会 一重ケ根耕地整理組合表示土地の清算 □ 新規 ☑ 継続
昨年と同様に、ご提案の件については、関係機関との調整を図り、継続して貴町内会と協
議を進めています。

農務課

－ 140 一重ヶ根町内会
一宝水市道未登録寄付推進に向けての
課題解決取組み □ 新規 ☑ 継続

ご提案の事項については、積極的に課題解決に向けて取り組んでいますが、寄附に同意
いただける土地（筆）については速やかに進めてまいりますので、ご協力いただきますよう
お願いします。

維持課

－ 141 一重ヶ根町内会 ニゴロケ谷下流部からの雨水流入軽減 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「ニゴロケ谷に流入している道路
排水は僅かな流量であり側溝改良による雨水流入の軽減は困難と考えられます」との回
答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

－ 142 一重ヶ根町内会 危険急傾斜地の対策 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現在事業中である箇所の早期
完了を目指して事業推進を図るため、早期の事業化は困難です」との回答でした。引き続
き同事務所へ要望します。

維持課

－ 143 一重ヶ根町内会
新平湯温泉口バス停付近に横断者有り等の
道路標示の設置 □ 新規 ☑ 継続

昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「車両に対する歩行者への注意
喚起標識の設置を行います」との回答でした。現地を確認したところ未設置でしたので、
引き続き同事務所へ要望します。

維持課



町内会（団体）名 提案事項 新規・継続 今　　年　　度　　の　　対　　応

まちづくり協議会記入欄 高　山　市　記　入　欄

所　管　課 実施事業 整理番号

－ 144 一重ヶ根町内会 新平湯温泉口バス停に道路照明の設置 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「道路照明灯の設置を行います」
との回答でした。昨年度に貴町内会会長立会いの下で設置位置を確認いただき、設置済
となっていますので、ご確認願います。

維持課

－ 145 一重ヶ根町内会 側溝蓋の入替え □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「舗装の陥没箇所及び側溝の損
傷個所の補修を行いました」との回答でした。現地を確認したところ実施されていましたの
で、ご確認願います。

維持課

－ 146 一重ヶ根町内会 市道5号線ガードパイプ設置 □ 新規 ☑ 継続 実施に向けて検討します。 維持課

－ 147 一重ヶ根町内会 上地ヶ根地区から一宝水地区までの歩道の
延長の申請 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「継続箇所の事業費確保のた
め、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

－ 148 一重ヶ根町内会
地域活性化を目指したミズベリング事業を振興策として採
用のお願い □ 新規 ☑ 継続

昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「河川砂防許可申請など、必要
に応じ対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

－ 149 一重ヶ根町内会
冬季における除雪の徹底と融雪剤の適正な散布のお願
い □ 新規 ☑ 継続

昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「冬期の路面状況や日陰となる
区間について、細心の注意を払い、適切な凍結防止剤の散布に努めてまいります」との
回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

－ 150 一重ヶ根町内会 防災センターの有効活用 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である神通川水系砂防事務所へ要望したところ「今後とも、関係者と調整を
図りつつ、地域の皆様にも引き続き有効活用いただけるよう当センターの運営に努めて
参ります。」との回答でした。引き続き、同事務所へ要望します。

建設課

－ 151 中尾町内会 中尾の坂の危険樹木の伐採 □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所は民地内であるため、所有者が伐採など管理していただくようお願いしま
す。なお、パトロール等で道路の保安上支障となる樹木を発見した場合は、所有者の了
解を得るなどして市が撤去する場合があります。

維持課

－ 152 中尾町内会 焼岳登山道火山シェルター設置 □ 新規 ☑ 継続
現時点では、市が焼岳登山道に火山シェルターを設置する予定はありませんが、中部山
岳国立公園の活性化や登山者の安全確保の観点から、環境省や岐阜県に対し、整備や
支援策について要望を継続していきます。（危機管理課・環境政策推進課）

危機管理課
環境政策推進課

－ 153 中尾町内会 下垣内から野八反に通じる排水路側溝新設のお願い □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、平成27年度に雨水流入対策として市道中尾線沿いの側溝蓋
をグレーチング蓋に交換し、経過観察をしていますが、斜面の変状もなく一定の効果が見
られますので、現状でご理解願います。

維持課

－ 154 中尾町内会 水洞谷の災害防止策について □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現在事業中である箇所の早期
完了を目指して事業推進を図るため、早期の事業化は困難です」との回答でした。引き続
き同事務所へ要望します。

維持課

－ 155 中尾町内会 中尾地内の無電柱無線化について □ 新規 ☑ 継続

高山市第八次総合計画における上宝・奥飛騨温泉郷の地域のまちづくりの方向性とし
て、無電柱化整備により、雄大な自然景観の創出と温泉地としての魅力向上を図ることと
しています。整備計画について市議会と協議しており、そのなかで計画的な整備推進に
努めてまいります。

都市計画課

－ 156 中尾町内会 中尾地内における止水桝の設置のお願い ☑ 新規 □ 継続
ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判
断した場合は対応を検討します。

維持課
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－ 157
奥飛騨温泉郷
連合町内会

今見橋～田頃家間のガードパイプの設置 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「順次ガードパイプの設置を進め
てまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課

－ 158
奥飛騨温泉郷
連合町内会

岩坪橋の拡幅について □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所については、岐阜県・高山市・飛騨市で組織する「国道471号整備に関する
勉強会」で優先順位をつけ、整備に向け検討しています。今後も早期に整備がされるよ
う、引き続き所管である県古川土木事務所へ要望します。

維持課

－ 159
奥飛騨温泉郷
連合町内会

停電及び交通障害防止事前伐採 □ 新規 ☑ 継続

電柱や電線の保安上支障となる立木については、電柱や電線を管理する電力会社で対
応すべきものであることから、電力会社に情報提供します。なお、地域内の路線（市道福
地線）の一部については、ライフライン保全対策事業により、沿線樹木の伐採を予定して
います。（危機管理課）
市道の通行上支障となる立木については、地権者の協力を得て適切に対応します。（上
宝支所基盤産業課）

危機管理課
上宝支所基盤産業課

－ 160
奥飛騨温泉郷
連合町内会

通学路陥没箇所の修繕 □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「舗装の陥没箇所及び側溝の損
傷個所の補修を行いました」との回答でした。補修箇所の確認をお願いします。

維持課

－ 161
奥飛騨温泉郷
連合町内会

横断歩道の設置 □ 新規 ☑ 継続

昨年度、所管である県公安委員会へ要望したところ「横断歩道の新設について警察本部
や道路管理者と協議します。北側には歩道があり問題ありませんが、南側に安全な待場
ができるか否かを協議する必要があります」との回答でした。引き続き同公安委員会へ要
望します。

維持課

－ 162
奥飛騨温泉郷
連合町内会

市道平湯～福地間支障木処理について □ 新規 ☑ 継続
ご提案の箇所は民地内であるため、所有者が伐採など管理していただくようお願いしま
す。なお、パトロール等で道路の保安上支障となる樹木を発見した場合は、所有者の了
解を得るなどして市が撤去する場合があります。

維持課

－ 163 福地温泉町内会 水路U字溝の拡大 □ 新規 ☑ 継続 今年度一部実施します。 維持課

－ 164 福地温泉町内会 河川法面浸食による緊急対策 ☑ 新規 □ 継続 所管である県古川土木事務所へ要望します。 維持課

－ 165 福地温泉町内会 南山山腹崩壊箇所治山強化 □ 新規 ☑ 継続

昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ「山腹崩壊地の復旧及び渓流内
の不安定土砂の流出防止対策が必要なため、事業化を検討する。」との回答でした。引き
続き、同事務所に要望します。なお、事業を実施する場合は崩壊箇所及び周辺森林の保
安林指定が条件であるため、保安林指定の同意取得や土地使用承諾等についてご協力
願います。

林務課

－ 166 福地温泉町内会 用水捌け口における法面補強 □ 新規 ☑ 継続

昨年と同様に、ご提案の法面は崩壊しており、修繕が必要と判断します。
なお、修繕を行うには、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金につ
いて地元の了解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談くだ
さい。

農務課

－ 168 新穂高町内会 新穂高地区狭隘箇所拡幅について □ 新規 ☑ 継続
H31年度に所管である県古川土木事務所へ要望したところ、昨年9月に貴町内会会長立
会いの下で現地検討会が行われ、同事務所より調査業務が発注されました。引き続き同
事務所へ要望します。

維持課

－ 169 新穂高町内会 左俣橋護岸拡幅について □ 新規 ☑ 継続
昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「神通川水系砂防事務所と連携
して検討していきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。

維持課
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－ 170 一重ヶ根町内会 耕地整理用水（岩坪）側溝からの水漏れ ☑ 新規 □ 継続

ご提案の用水路は、クラック・目地剥がれ等の破損箇所が見受けられることから修繕が必
要と判断します。
なお、修繕を行うには、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金につ
いて地元の了解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談くだ
さい。

農務課

－ 171 神坂町内会 神坂地内護岸整備について ☑ 新規 □ 継続 所管である県古川土木事務所へ要望します。 維持課


